
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

アルフレッド・フェルドロッス 一、『國際法々源
論』（獨逸國際法學者報告第十號 : 一九三〇年）
二、『法の一般原則論 :實證國際法の根本規範の問
題について』（社會・國家及法 : 一九三一年）

川上, 敬逸
九州大学法学部

https://doi.org/10.15017/16241

出版情報：法政研究. 4 (1), pp.261-280, 1933-12. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



ア
ル
フ
レ
ッ
ド
●
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス

一
、
『
國
際
法
王
書
論
』
（
濁
逸
軽
羅
法
學
會
報
告
第
＋
號
一
一
九
三
〇
年
）

二
、
『
法
の
一
般
原
則
論
i
實
謹
上
際
法
の
根
本
規
範
の
問
題
に
つ
い
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肚
會
・
國
家
及
法
！
一
九
ご
＝
年
）

瞳」

上

敬

逸

は

し

が

き

　
一
般
的
に
は
一
前
世
紀
の
自
然
法
論
に
つ
ビ
く
十
九
世
紀
の
歴
史
主
義
・
實
設
主
義
の
法
律
理
論
、
特
殊
的
に
は
1
心
理
學
的
肚

會
學
の
強
い
影
響
の
下
に
集
大
成
さ
れ
た
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
實
誰
的
・
経
験
的
法
律
理
論
は
、
人
の
知
る
ご
と
く
、
薪
理
想
主
義
的
傾

向
の
下
に
次
の
二
つ
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
方
に
於
て
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
っ
て
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
哲
學
及
び
特
に

フ
ラ
ン
ス
肚
會
學
の
立
場
か
ら
薪
自
然
法
論
へ
展
開
ぜ
ら
れ
、
他
方
に
曾
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
的
批
判
主
義
の
立
場

か
ら
規
範
論
理
的
實
誰
法
論
へ
と
展
開
せ
ら
れ
る
。
更
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
學
は
、
特
に
そ
の
國
際
法
理
論
の
方
面
に
於
て

は
、
　
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
教
授
に
よ
っ
て
、
・
十
九
世
紀
の
歴
史
主
義
や
實
設
主
義
に
よ
っ
て
そ
れ
が
國
際
法
に
早
し
て
な
し
た
諸
々

　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ヅ
ス
『
國
際
法
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
六
一
）
　
　
一



　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ヅ
ス
『
國
際
垂
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
六
二
）
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

の
功
績
ま
で
も
湊
腫
せ
む
れ
て
み
た
自
然
法
論
へ
の
回
顧
と
し
て
現
は
れ
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
し
て
現
は
れ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
、

フ
エ
ル
ド
ロ
ッ
ス
に
於
け
る
自
然
法
的
傾
向
は
、
人
の
言
ふ
ご
と
く
、
彼
の
依
っ
て
立
つ
純
粋
法
認
の
要
請
と
は
互
に
相
容
れ
ぬ
程
の

　
　
　
　
　
　
の

も
の
で
あ
る
か
。
私
は
否
と
答
へ
る
の
に
何
の
躊
躇
も
出
來
な
い
。
む
し
ろ
、
私
は
こ
玉
に
於
て
こ
そ
、
か
の
純
粋
法
長
の
地
位
が

最
も
よ
く
現
は
さ
れ
て
み
る
も
の
と
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。
か
く
て
入
は
、
純
粋
法
學
の
自
然
法
的
思
辮
へ
の
極
め
て
強
い
反
封
に
も

か
曳
は
ら
す
、
既
に
其
の
中
に
必
然
的
に
包
装
せ
ら
れ
て
る
る
自
然
法
的
な
契
．
機
の
あ
る
も
の
を
看
取
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

蓋
、
そ
の
方
法
を
呼
ん
で
自
ら
批
判
的
賞
讃
主
義
と
尽
す
る
純
粋
法
學
は
、
法
の
巷
ぽ
ユ
を
o
Q
＆
窪
と
し
て
の
實
定
法
の
基
礎

に
探
め
て
こ
れ
を
根
本
規
範
9
ロ
包
8
二
目
と
呼
び
、
而
も
こ
の
「
根
本
規
範
の
内
容
は
…
：
・
實
定
法
と
し
て
理
解
せ
ら
る
べ
き
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

材
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
と
詮
い
て
る
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
特
に
鳶
職
後
の
諸
種
の
空
際
雪
平
や
立
法
事
業
は
、
明
か
に
こ

の
間
の
沿
息
を
も
の
語
る
も
の
と
し
て
注
意
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
、
富
津
法
に
も
自
然
法
再
生
の
日
が
來
た
。
蕾
自

然
法
論
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
と
原
則
と
を
與
へ
ら
れ
た
初
期
の
近
世
國
際
法
が
、
今
叉
自
然
法
の
再
生
に
よ
っ
て
、
國
際
的
な
諸
會

議
や
諸
立
法
事
業
と
玉
も
に
異
常
の
磯
展
を
途
げ
て
る
る
吉
野
は
、
何
人
も
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
を
得
な
い
。

　
し
か
し
敢
て
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
表
現
を
以
て
す
れ
ば
、
正
に
今
日
の
立
際
法
學
は
、
十
八
世
紀
の
自
然
法
論
、
十
九
世
紀
の
實
誰
法

論
に
越
し
て
Q
Q
巻
爵
。
の
・
の
國
際
法
論
で
あ
る
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
ら
ば
、
ω
巻
夢
8
。
と
し
て
の
今
日
の
國
際
法
學
は
、

如
何
な
る
明
日
の
州
際
法
學
を
そ
の
中
に
契
機
と
し
て
包
署
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
。
今
日
の
國
際
肚
會
は
、
如
何
な
る
明
日
の
野

際
砒
會
を
発
望
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
。
甚
だ
興
味
の
多
い
、
し
か
し
謡
歌
な
問
題
で
は
あ
る
。



　
以
上
の
見
地
か
ら
私
は
、
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
教
授
の
等
量
轟
々
源
論
（
就
中
文
明
國
民
に
よ
り
て
認
め
ら
れ
た
る
法
の
一
般
原
則
論
）
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を
、
主
と
し
て
前
賢
レ
フ
ェ
ラ
ー
ト
を
中
心
に
殆
ん
ど
そ
の
翻
誰
に
近
い
形
式
で
、
適
宜
前
掲
論
文
を
照
鷹
し
な
が
ら
紹
介
し
て
見

た
い
。
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と
O
o
。
。
o
誇
。
ゲ
9
。
津
．
．
（
O
⑦
。
。
o
諄
。
ゲ
瑞
計
ω
富
暮
⊆
口
亀
男
o
o
げ
⇔
の
略
、
以
下
之
に
從
ふ
）
Q
Q
．
ω
ひ
O
．
ω
ひ
Q
占
何
ご
く
。
篭
帥
ω
ω
⇔
昌
σ
q
．
、
ω
・
α
M
参
照
。

例
へ
ば
横
田
喜
三
郎
－
大
澤
章
「
國
際
法
秩
序
論
」
（
法
律
時
報
四
ノ
四
・
三
八
頁
）
樹
、
立
作
太
郎
「
李
時
勢
際
法
論
」
一
一
〇
頁
参
照
。

所
謂
批
判
的
實
詮
主
議
が
「
宮
号
主
議
の
固
有
の
基
礎
に
關
…
す
る
省
察
」
に
あ
る
こ
と
は
句
門
坤
N
ω
o
ゲ
「
臥
。
さ
U
冷
≦
麟
。
昌
霞
器
。
び
窃
℃
ゲ
自
。
の
。
－

b
ぼ
9
。
o
ず
o
Q
Q
o
ゲ
巳
。
（
ピ
o
o
q
o
ω
b
コ
ぴ
●
着
●
一
℃
卜
」
足
N
ω
”
国
、
叶
こ
O
．
q
O
●
ω
O
O
）
に
よ
っ
て
も
亦
説
か
れ
て
み
る
。

丙
。
『
o
P
2
ゴ
葺
罧
8
ぼ
巴
。
ず
お
訂
昌
亀
”
g
寓
。
。
唱
。
ω
達
鼠
。
。
ヨ
ロ
ω
の
・
ひ
9

》
”
言
津
仲
¢
自
口
昌
ゆ
q
O
昌
α
①
隔
U
O
百
叶
ω
O
び
O
昌
O
O
o
。
O
房
O
ゲ
薗
津
田
岸
く
窪
目
⑦
霞
ゆ
O
ゲ
♂
＝
津
．
一
ρ
一
℃
ω
O
．
＾
楓
叩
載
の
も
の
。

と
O
O
ω
O
口
o
o
O
ゲ
薗
津
・
ω
欝
9
0
け
＝
口
鮎
幻
O
O
ゲ
蛭
ゲ
「
σ
q
・
〈
．
》
一
白
O
飢
ぐ
σ
装
置
吋
O
ω
9
一
℃
ω
一
．
、
掲
一
載
の
も
の
。
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の

　
彼
に
よ
れ
ば
、
　
「
文
明
國
二
依
り
認
メ
ラ
レ
タ
ル
法
ノ
一
般
原
則
」
の
問
題
は
、
實
に
「
實
誰
的
國
際
法
の
眞
の
内
容
が
如
何
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

る
原
則
に
從
っ
て
創
ら
れ
る
か
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
私
が
こ
玉
に
彼
の
前
揚
二
者
を
併
せ
て
紹
介
す
る
所
以
の
決

し
て
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
こ
の
問
題
は
則
ち
、
彼
の
雨
期
事
々
源
論
の
出
襲
黙
た
る
と

」
も
に
、
叉
そ
の
露
着
窯
で
も
あ
る
。
彼
が
ヴ
ヰ
ー
ン
學
派
に
屡
し
て
み
な
が
ら
、
そ
の
地
位
が
飴
程
特
色
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ

鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

る
所
以
も
全
く
こ
玉
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
の
法
源
論
．
に
於
け
る
か
く
の
如
き
特
色
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既
に
彼
の
以
前
の
他
の
郵
亭
に
於
て

　
　
　
　
　
國
ア
・
ル
フ
レ
ッ
・
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
法
門
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巷
第
一
號
　
二
六
三
）
　
　
三



　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
鷺
宮
翌
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
（
第
四
盤
第
一
號
　
二
六
四
）
　
　
四

も
近
著
で
は
あ
る
が
、
就
申
そ
の
完
成
せ
ら
れ
た
姿
に
於
て
而
も
彼
の
學
読
の
そ
の
後
の
喪
展
と
玉
も
に
窺
ひ
得
る
も
の
と
し
て
は
、

　
　
　
　
ヤ

楓
糖
揚
論
文
、
に
如
く
も
の
は
な
い
。
然
し
こ
玉
で
私
は
、
主
と
し
て
上
揚
レ
フ
ェ
ラ
ー
ト
に
よ
っ
て
、
彼
の
國
際
法
々
源
論
一
般
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
製
す
る
。

　
瓦
葺
尊
き
σ
q
o
口
揚
載
の
男
亀
2
貌
は
、
三
段
に
分
っ
て
叙
述
せ
ら
れ
て
る
る
。
そ
し
て
彼
の
叙
述
の
全
べ
て
を
通
じ
て
一
貫
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
所
謂
批
判
的
實
誰
主
義
の
態
度
で
あ
る
。
第
一
段
に
於
て
は
、
問
題
の
解
明
が
な
さ
れ
、
第
二
段
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
タ
　
テ
ン
ロ
プ
ラ
ク
シ
ス

は
、
第
一
段
に
於
て
設
定
せ
ら
れ
た
る
問
題
の
解
決
は
、
所
詮
胃
内
慣
習
の
分
杯
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
遠
野
せ
ら
れ
、

所
謂
法
の
一
般
原
則
に
ま
で
論
及
せ
ら
れ
る
。
最
後
に
第
三
段
に
於
て
は
、
法
の
一
般
原
則
の
國
際
野
々
源
と
し
て
の
性
質
が
極
め

て
高
調
せ
ら
れ
て
る
る
。
前
二
段
は
、
と
も
に
第
三
段
の
結
論
へ
の
言
は
璽
厳
重
の
道
行
に
外
な
ら
な
い
。
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こ
い
8
肩
ぎ
。
甘
8
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q
伽
昌
母
僧
q
N
α
¢
今
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搾
器
8
昌
ロ
9
唱
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⑦
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昌
9
｛
o
昌
ω
9
〈
罠
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自
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．

嵩
Ω
o
ω
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嵐
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o
ゲ
9
。
津
．
、
ω
・
叙
弁
滲
照
。

例
へ
ば
、
大
澤
・
野
見
山
共
諜
「
國
際
法
の
基
本
問
題
」
諜
者
序
一
〇
頁
及
横
田
氏
一
大
澤
章
「
國
際
法
難
序
論
」
（
法
律
時
報
四
ノ
四
。
三
八
頁
）

と
U
画
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首
巻
酎
。
三
面
。
ω
器
。
ゲ
紳
一
8
ず
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」
毛
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＃
び
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N
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ψ
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O
角
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U
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o
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ω
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Q
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這

n
ρ
ω
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α
『
題
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U
剛
0
9
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嵩
σ
q
o
§
o
写
①
菊
8
洋
の
o
q
機
離
口
亀
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。
葺
N
o
9
。
尻
く
α
節
。
霞
o
o
び
什
。
。
ρ
g
亀
ゆ
鋤
．
。

二



（
剛
）
成
文
憲
法
を
有
せ
ざ
る
法
律
脱
髄
に
於
て
は
、
そ
こ
に
於
て
如
何
な
る
種
類
の
規
範
が
法
と
し
て
愛
具
し
て
み
る
か
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
成
文
法
規
が
存
在
し
な
い
。
從
っ
て
一
般
規
範
の
中
の
如
何
な
る
も
の
が
法
と
し
て
の
拘
束
力
を

獲
得
す
る
や
と
の
問
題
は
、
そ
こ
に
於
て
は
先
づ
法
の
適
用
即
ち
、
法
の
執
行
機
關
の
慣
習
に
よ
っ
て
推
論
さ
れ
る
外
は
な
い
。
問

　
　
　
レ
ヒ
ッ
プ
ラ
ク
シ
ス

題
は
、
法
慣
習
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
た
規
範
群
が
、
法
慣
習
の
意
味
分
析
に
よ
っ
て
明
か
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
一
般
國

際
團
艘
も
亦
成
文
憲
法
を
有
し
な
い
か
ら
、
國
際
法
源
の
問
題
は
即
ち
、
執
行
々
爲
の
基
礎
と
な
れ
る
諸
規
範
が
、
如
何
に
し
て
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

内
慣
習
を
母
家
間
の
交
通
に
期
し
て
法
律
上
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
創
め
て
解
す
る
に
至
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
然
る
に
通
詮
に
於
て
は
、
墨
筆
法
の
淵
源
の
定
義
は
そ
の
研
究
の
最
糊
に
お
か
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
諸
國
家
の
共
通
の
意

思
に
基
け
る
規
則
が
國
際
法
で
あ
る
と
主
張
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
實
際
こ
れ
ら
の
定
義
も
亦
聖
訓
慣
習
の
分
析
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

よ
っ
て
穫
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
常
に
法
の
経
験
上
に
鞭
て
測
定
せ
ら
れ
吟
味
せ
ら
れ
て
來
た
の
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
レ
ア
リ
ス
テ
イ
ツ
シ
ユ

却
っ
て
舞
々
に
學
論
と
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
實
謹
的
な
法
律
観
と
し
て
は
、
と
れ
ら
の
學
訟
を
検
討
し
且
上
述
の
如
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

批
判
的
質
問
に
よ
っ
て
、
新
ら
し
い
批
判
的
法
源
論
を
打
建
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
就
中
國
際
法
々
源
の
概
念
が
限
定
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
覧
て
先
づ
明
か
に
せ
ら
る
べ
き
は
、
即

ち
國
家
禽
の
交
通
に
於
て
予
々
す
る
こ
と
を
要
す
る
規
範
の
す
べ
て
が
決
し
て
國
際
法
規
範
で
は
な
い
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
特
に

國
際
法
と
道
徳
規
範
と
は
匿
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
玉
は
ら
す
、
嚴
密
な
二
元
的
見
解
に
は
同
意
出
來
な
い
。

法
と
道
徳
と
の
匠
別
は
、
決
し
て
こ
れ
ら
の
規
範
領
域
が
互
に
絶
野
鶴
に
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
淺
薄
な

　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
幽
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
六
五
）
　
　
五



　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ー
3
ロ
ッ
ス
『
國
際
法
々
源
論
』
　
へ
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
六
六
）
　
　
六

一
元
論
は
こ
れ
を
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
法
と
道
徳
と
を
識
別
せ
る
一
元
論
は
、
聖
者
を
脅
慣
の
所
産
と
し
て
把
握
し
や
う
と

し
て
來
た
。
國
内
慣
脅
も
軽
忽
の
颪
別
を
し
て
み
る
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
明
瞭
に
國
際
法
に
よ
る
裁
判
と
源
平
に
よ
る
そ
れ
と

を
匠
別
し
て
み
る
常
設
國
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
八
條
を
指
示
す
れ
ば
足
り
る
。
更
に
若
干
の
仲
裁
々
判
條
約
は
、
國
際
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

よ
る
裁
判
と
正
法
に
よ
る
そ
れ
と
を
庭
別
し
て
み
る
。
故
に
國
際
法
に
忙
し
て
も
亦
、
パ
ウ
ル
ス
の
次
の
格
言
が
安
里
す
る
。
曰
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

「
認
め
ら
れ
た
る
こ
と
が
す
べ
て
正
し
い
の
で
は
な
い
」
と
。

　
右
の
愚
慮
に
關
す
る
問
題
の
す
べ
て
が
、
條
約
の
範
園
だ
け
で
は
取
扱
は
れ
得
な
い
。
從
っ
て
條
約
に
つ
い
て
は
、
慣
習
に
つ
い

て
と
同
様
に
孚
は
れ
て
る
る
問
題
を
摘
出
す
る
こ
と
を
以
て
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
興
る
見
地
か
ら
は
、
條
約
法
は
條
約
法

と
し
て
は
看
過
さ
れ
る
。
蓋
、
邸
内
慣
習
の
統
一
的
論
讃
に
よ
れ
ば
、
國
家
間
の
自
慰
で
締
結
さ
れ
た
規
範
は
、
條
約
常
事
者
に
呈

し
て
は
原
則
と
し
て
法
的
拘
束
力
を
有
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
慣
習
，
法
に
在
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
。
國
際
法
上

の
慣
習
法
が
國
家
を
羅
臆
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
下
歯
は
れ
な
い
。
即
ち
法
を
適
用
し
、
又
は
、
最
初
の
實
際
事
件
に
於
て
法
を
設
定

せ
ん
が
た
め
の
主
位
的
意
識
と
結
び
つ
い
て
み
る
慣
習
法
を
基
礎
づ
け
ん
が
た
あ
忙
、
　
o
豆
巳
。
昌
。
8
。
。
。
・
勘
雷
け
剛
g
。
に
よ
っ
て
、
慣
習
法

が
軍
純
な
慣
行
と
匝
別
さ
れ
て
る
る
こ
と
は
議
論
の
意
地
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
如
何
な
る
前
提
の
下
に
、
一
般
的
慣
習

法
規
範
が
現
存
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
何
ら
明
瞭
に
さ
れ
て
み
な
い
。
進
ん
で
國
内
慣
習
が
、
條
約
法

並
に
慣
脅
法
の
外
に
術
諸
他
の
規
範
群
を
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
観
る
か
否
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
1
　
故
に
實
定
法
規
範
の
設
定
は
前
提
せ
ら
れ
た
る
根
本
規
範
に
基
く
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
皮
相
的
に
解
決
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。



何
と
な
れ
ば
根
本
規
範
の
内
容
は
、
法
規
の
素
材
が
既
に
知
ら
れ
て
み
る
場
合
に
初
め
て
定
式
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
根
本
朗
範
は

特
定
の
法
的
所
課
に
醸
し
て
意
義
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
散
に
實
定
法
が
、
根
本
規
範
に
よ
つ
て
そ
の
盤
系
の
載
冠
式
が
行
は
れ
る
前
に
．

諸
種
の
規
範
の
中
の
如
何
な
る
範
圃
に
存
す
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
常
に
こ
の
根
本
問
題
に
再
認
す
る
。
他
の
す
べ
て
の
事

柄
は
其
の
解
決
に
懸
っ
て
み
る
。
か
く
て
批
判
的
實
誰
主
義
は
、
諸
藁
家
を
そ
の
絹
互
關
係
に
干
て
方
向
づ
け
る
規
範
は
何
で
あ
る
か
と
の

問
題
を
軍
純
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
課
内
慣
言
上
規
則
的
に
行
は
る
る
諸
々
の
規
範
は
如
何
に
し
て
創
ら
れ
る
か
を
問
題
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
に
ま
た
實
誰
臓
器
際
法
源
に
進
む
こ
と
が
出
青
る
。
故
に
賓
誰
的
國
際
法
源
に
關
す
る
こ
の
問
題
は
、
融
會
離
的
分

析
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
得
る
こ
と
が
朋
に
な
る
。
け
れ
ど
も
實
誰
法
的
姜
器
性
は
債
値
論
的
要
害
性
と
は
全
然
異
る
。
前
者
は
肚
會
醸
的
概

念
で
あ
り
、
後
者
は
規
範
的
概
念
で
あ
る
。

　
實
定
法
の
最
高
段
階
と
し
て
の
憲
法
の
餐
従
性
又
は
全
盤
と
し
て
の
費
定
法
秩
序
の
黒
歯
性
に
は
、
二
重
の
意
義
が
あ
る
。
即
ち
超
實
謹

的
（
薗
然
法
的
）
秩
序
に
よ
る
要
當
性
の
委
任
で
あ
る
か
、
然
ら
ず
ん
ば
そ
の
雪
意
性
即
ち
事
實
性
で
あ
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
。
前
者
は
贋

値
哲
學
の
問
題
て
あ
り
、
後
者
は
肚
會
學
の
問
題
で
あ
る
。
從
っ
て
例
へ
ば
、
屡
々
或
秩
序
の
現
實
性
た
る
肚
會
的
事
實
か
ら
、
こ
の
規
範

的
要
當
性
が
演
繹
さ
れ
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
．
か
く
の
如
き
秩
序
に
嘗
試
す
べ
し
と
命
ず
る
規
範
を
前
提
し
な
い
限
り
無
意
義
と
な
る
。
こ

し
に
根
本
規
範
に
よ
っ
て
法
話
誰
主
義
の
必
然
的
限
界
を
指
示
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
，
不
朽
の
功
績
が
あ
る
。
實
誰
的
國
際
法
の
規
範
的
要
當
性

は
、
　
一
方
に
於
て
は
、
多
数
の
諸
國
家
に
分
た
れ
て
み
る
統
一
的
な
人
類
の
神
に
基
く
道
徳
的
諸
念
に
そ
の
墓
礎
を
有
し
て
み
る
が
、
他
方

に
継
て
は
、
か
蕊
る
観
念
は
諸
々
の
國
家
の
行
器
と
な
る
場
合
に
於
て
且
そ
め
範
園
に
湿
て
現
實
化
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
鞭
っ
て
實
誰
的

窓
際
法
を
全
濫
費
に
把
握
す
る
に
は
、
國
際
法
の
事
實
の
基
礎
た
る
諸
観
念
を
探
究
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
観
念
を
構
成
す
る
諸
々
の

行
爲
を
探
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
，
こ
れ
ら
の
綜
合
に
よ
っ
て
初
め
て
實
誰
的
國
際
法
が
出
來
る
（
ご
O
o
器
房
。
叢
叢
．
．
ω
●
ω
α
？
c
◎
参

照
、
法
の
一
般
的
原
則
と
根
本
規
範
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
色
こ
く
①
ヰ
2
。
・
・
ω
風
月
o
q
．
．
◎
D
●
＄
及
ω
．
O
ω
ム
滲
照
）
。

　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
蓬
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
六
七
）
　
　
七
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ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
法
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
谷
第
一
號
　
二
六
八
）
　
　
八

通
説
の
吟
昧
分
析
に
つ
い
て
は
、
ご
O
の
器
房
。
び
龍
け
．
．
ω
・
ω
研
α
心
参
照
。
彼
は
そ
こ
で
特
に
通
説
の
代
表
者
囚
9
。
匡
ω
需
ロ
℃
℃
の
撃
説
を
暴
げ

て
、
そ
の
國
家
容
認
説
を
反
駁
し
て
み
る
。

、
．
O
⑦
ω
o
房
。
ず
鑑
け
、
．
o
◎
・
ω
0
ひ
t
縛
参
照
）
。

彼
自
身
の
所
謂
批
判
的
實
謹
主
義
は
、
　
特
に
彼
の
所
謂
紹
瞼
書
蹟
誰
主
義
た
る
通
説
の
意
思
設
に
封
録
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
　
（
ヒ
O
o
。
。
。
嵩
一

。
。

盾
ｸ
9
。
津
．
．
o
Q
●
ω
U
ひ
一
q
墾
照
）
。

國
家
問
の
行
爲
の
分
析
に
よ
っ
て
、
國
際
法
團
鐙
に
於
て
は
、
軍
に
商
家
の
承
認
を
糎
て
作
ら
れ
た
規
範
の
み
な
ら
ず
、
画
報
法
の
事
實
の

基
礎
観
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
諸
々
の
規
範
も
需
要
害
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
が
解
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
無
念
に
基
け
る
規
範
の
中
で
、

最
後
に
強
制
的
制
裁
と
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
規
範
と
、
軍
に
相
互
の
保
護
の
下
に
あ
る
規
範
と
は
匿
直
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
實
謹
的

國
際
法
」
の
意
味
構
造
を
な
せ
る
は
軍
に
前
者
の
み
で
あ
る
（
と
O
①
ω
亀
ω
o
冨
津
．
．
ω
’
ω
駅
。
。
参
照
）
。

“
も
。
昌
。
】
β
昌
Φ
心
口
。
匹
鵠
8
澄
ゲ
o
b
8
嘗
言
8
け
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

（
二
）
國
際
法
上
の
慣
習
法
に
熱
す
る
學
読
の
根
祇
的
な
分
裂
は
、
意
思
説
と
法
律
確
信
訟
と
の
封
立
に
な
っ
て
現
は
れ
て
る
る
。

慣
習
法
的
規
範
は
、
多
分
グ
ロ
チ
ユ
ー
ス
に
迄
遡
る
で
あ
ら
う
意
思
読
に
從
へ
ば
、
問
題
と
な
れ
る
そ
の
規
範
の
償
行
に
参
浮
し
た

國
家
に
よ
っ
て
「
意
欲
」
さ
れ
た
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
國
家
に
封
し
て
の
み
拘
束
力
を
有
し
得
る
こ
と
玉
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
セ
　
　
　
わ
　
　
も
　
　
　
ら
　
　
　
セ

の
場
合
に
、
協
約
に
よ
る
規
範
の
如
き
も
亦
拘
束
力
あ
る
も
の
と
観
る
こ
と
は
、
諸
姻
家
の
一
般
的
な
意
思
を
も
亦
認
め
得
る
こ
と

玉
な
る
か
ら
、
右
の
見
解
に
産
し
て
は
異
論
な
き
を
得
な
い
。
同
様
に
法
律
確
信
読
に
於
て
も
亦
、
次
の
や
う
に
互
に
異
る
二
個
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

主
張
が
可
能
で
あ
り
得
る
。
即
ち
、
か
玉
る
内
容
の
法
律
確
信
が
そ
こ
に
於
て
作
髭
上
げ
ら
れ
た
國
家
の
み
が
慣
習
法
の
規
範
に
よ



つ
て
拘
束
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
も
主
張
さ
れ
得
る
し
、
之
と
反
封
に
優
勢
な
号
2
惹
・
σ
q
⑦
巳
・
法
律
確
信
に
基
け
る
慣
行
が
、
一

切
の
國
家
を
拘
束
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
も
主
張
さ
れ
得
る
。
，
從
っ
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
右
の
何
つ
れ
に
よ
っ
て
も
解
決
さ

れ
得
な
い
。
か
く
て
問
題
の
解
決
は
、
次
の
批
判
的
亡
帝
的
な
疑
問
の
提
出
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
國
内
慣
習
の
分
析
に
よ
っ
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
コ

企
て
ら
れ
得
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
國
内
慣
習
は
、
す
べ
て
の
國
家
が
遜
守
し
て
み
る
と
こ
ろ
の
慣
習
法
規
範
の
み
を
法
律
上
の
拘
束

力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
み
る
か
、
或
は
其
他
の
規
範
に
も
亦
一
般
的
な
拘
束
力
を
附
澄
し
て
み
る
か
、
と
い
ふ
疑
問
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
右
の
や
う
な
検
討
を
な
す
に
先
立
っ
て
、
面
内
慣
習
の
把
握
は
如
何
な
る
d
時
巷
山
窪
か
ら
演
繹
せ
ら
れ
る
か
に
つ

い
て
論
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
先
づ
第
一
に
國
家
の
野
外
保
護
の
衝
に
當
れ
る
倉
皇
の
職
櫃
上
の
解
繹
、

次
に
國
内
裁
判
所
の
判
決
、
最
後
に
國
際
法
上
の
仲
裁
並
に
司
法
爾
裁
判
所
の
判
決
が
問
題
と
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
面
内
裁
判
所
は
、

原
則
と
し
て
國
内
法
の
み
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
國
内
法
は
屡
々
國
際
法
を
指
示
し
て
み
る
た
め
に
、
鼠
走
法
も
亦
先

決
問
題
と
な
り
得
る
。
そ
れ
故
國
内
裁
判
所
は
、
國
際
法
上
の
問
題
に
下
し
て
そ
の
態
度
を
決
定
し
て
そ
の
國
の
法
律
確
信
を
表
示

す
る
機
會
を
有
っ
て
み
る
。
童
舞
法
上
の
爾
裁
判
所
の
判
決
は
、
も
と
よ
り
係
墨
刺
事
者
並
に
當
該
事
件
の
み
を
鵬
束
す
る
。
し
か

し
諸
國
が
、
こ
れ
ら
の
判
決
中
に
述
べ
ら
れ
た
法
律
上
の
見
解
に
違
背
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
見
解
は
他
の
諸
判
決
文
に
よ
っ
て
も

受
縫
が
れ
、
叉
そ
の
間
に
於
て
國
家
の
一
般
法
律
意
識
に
ま
で
徹
底
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
か
く
て
國
内
慣
習
上
の
見
解
は
、

野
外
關
係
に
於
て
護
表
さ
れ
た
國
家
の
聲
明
に
よ
っ
て
明
示
的
と
な
る
の
み
な
ら
す
、
亦
協
約
に
よ
っ
て
新
に
一
般
成
丈
國
際
法
規

範
を
制
定
す
る
外
交
機
關
が
裁
判
官
の
法
律
上
の
見
解
に
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獄
示
的
に
も
推
論
さ
れ
得
る
。

　
　
　
　
　
ア
ル
フ
〃
ッ
ー
3
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ヅ
ス
『
國
際
適
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
谷
第
一
號
　
二
六
九
）
　
　
九



　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
騒
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
ご
七
〇
）
　
嵐
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
の

　
外
交
文
書
に
關
す
る
贈
呈
で
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ヤ
コ
ブ
・
モ
ー
ゼ
ル
は
暗
示
し
て
日
ふ
、
即
ち
問
題
と
さ
れ
て
み
る
態
容
が
「
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ア
ぼ
ン
メ
ン

数
多
の
欧
洲
諸
國
に
於
て
慣
行
さ
れ
て
る
る
」
場
合
に
は
、
諸
國
は
慣
　
例
に
基
け
る
國
際
法
規
に
越
し
て
一
般
的
拘
束
性
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
じ

て
る
る
の
で
あ
る
と
。
　
一
般
慣
習
法
規
の
謎
明
に
關
し
て
は
、
外
交
機
關
は
屡
々
他
の
諸
國
に
於
て
磯
生
し
た
諸
先
例
を
引
合
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

し
て
み
る
。
お
よ
そ
國
再
婚
の
紛
争
事
件
は
す
べ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
誰
明
し
て
み
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
に
封
ず
る
判
決
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
の

認
め
ら
れ
た
學
論
は
、
次
の
如
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
即
ち
「
或
國
が
、
か
く
の
如
き
規
期
が
形
成
せ
ら
れ
る
に
撃
っ
て

反
封
の
意
見
を
述
べ
た
場
合
に
は
、
た
と
へ
優
勢
な
慣
行
と
難
直
ち
に
一
般
國
際
法
を
作
り
得
な
い
」
と
。
こ
の
黙
に
關
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

三
内
法
上
の
明
丈
規
定
に
反
す
る
國
際
法
規
は
、
何
ら
一
般
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
の
注
目
せ
ら
る
べ
き
見
解
が
あ
る
。

　
受
配
法
上
の
司
法
・
仲
裁
爾
裁
判
所
の
判
決
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
如
き
堤
内
判
決
の
結
果
が
同
様
に
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

て
る
る
こ
と
が
判
る
。
即
ち
一
方
に
於
て
は
、
或
一
瞬
の
反
封
に
よ
っ
て
一
般
慣
習
法
規
範
は
そ
の
形
成
を
阻
止
せ
ら
れ
る
。
他
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
於
て
は
、
か
玉
る
規
範
の
多
書
に
は
そ
れ
が
係
争
當
事
國
に
よ
っ
て
も
悪
行
は
れ
た
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。

　
叙
上
に
よ
っ
て
、
或
大
き
な
國
家
團
罷
間
の
協
約
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
規
範
が
、
同
時
に
爾
絵
の
等
々
に
封
し
て
も
亦
法
的
拘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

撃
力
を
有
し
得
る
こ
と
が
同
様
に
明
に
さ
れ
る
。
こ
玉
で
問
題
と
な
る
規
範
は
、
他
の
諸
國
の
、
矛
盾
せ
る
法
律
上
の
見
解
が
そ
れ

に
樹
立
せ
ざ
る
限
り
に
着
て
、
そ
れ
が
書
展
せ
し
め
ら
れ
た
原
則
に
基
い
て
一
般
拘
束
性
を
有
す
る
場
合
に
、
或
有
力
な
法
的
確
信

、
に
よ
っ
て
支
持
せ
ら
れ
て
る
る
と
こ
ろ
の
規
範
で
あ
る
。
從
っ
て
協
約
上
の
規
範
は
非
協
約
國
を
、
そ
の
協
約
上
の
確
謹
に
基
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

心
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
と
同
檬
に
拘
束
し
て
み
る
。



！
　
彼
は
意
患
読
を
「
一
切
の
法
を
人
間
の
恣
意
に
還
元
せ
ん
と
す
る
形
而
上
學
的
濡
濡
主
義
に
苦
る
」
と
し
て
警
黒
し
て
る
る
（
．
．
Q
畠
。
＝
一

　
　
。
。
o
豊
津
．
犠
ψ
ω
㎝
ひ
）
。
術
法
的
確
信
説
も
十
九
世
紀
の
超
叢
薄
實
誰
主
義
の
所
産
で
あ
る
が
、
意
思
説
が
特
に
其
の
後
の
心
理
學
的
肚
會
學

　
　
の
影
響
を
暫
く
受
け
て
み
る
の
に
謝
し
て
、
こ
れ
は
歴
史
法
派
固
有
の
十
八
世
紀
患
想
へ
の
反
動
と
し
て
9
の
特
徴
を
有
し
て
み
る
（
法
律
哲

　
　
學
書
一
般
滲
照
）
。

2
　
原
註
　
「
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
ル
ボ
ル
ン
」
一
九
二
五
年
の
ハ
ー
グ
の
講
演
集
参
照
。

3
　
彼
は
．
上
蓮
の
國
家
間
の
紛
璽
事
件
の
書
例
と
し
て
、
弐
の
如
き
も
の
を
暴
げ
て
る
る
。

　
a
　
一
九
二
八
・
七
・
七
濁
逸
農
事
裁
量
所
判
決
（
趣
旨
一
嵩
事
雪
間
の
交
通
上
の
慣
行
は
軍
に
當
該
國
家
問
に
於
て
の
み
法
と
し
て
要
當
す

　
　
　
る
と
い
ふ
に
あ
る
）
。

　
b
　
一
九
二
七
・
六
・
一
八
同
裁
判
所
判
決
（
趣
旨
一
つ
ま
り
、
國
際
法
上
の
一
般
則
の
忌
明
に
つ
い
て
は
．
一
切
の
三
家
が
か
エ
る
規
則
を

　
　
　
慣
行
せ
る
こ
と
を
求
め
な
い
で
、
却
而
か
直
る
問
題
に
り
い
て
態
度
を
鮮
明
せ
る
数
ケ
．
國
が
か
く
の
如
き
規
範
を
承
認
せ
る
事
κ
よ
っ
て

　
　
　
有
敷
と
な
っ
た
と
い
ふ
詮
明
で
あ
る
）
。

　
c
　
右
（
b
）
に
よ
っ
て
燈
用
せ
ら
れ
た
る
一
九
〇
〇
曇
日
ゲ
。
豊
凶
ρ
⊆
0
8
国
四
び
9
。
昌
Ω
。
弩
匙
紳
ず
。
ピ
。
冨
號
事
件
に
引
す
る
合
衆
早
大
簿
院
の
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
の
　
　
う
　
　
も
　
　
も

　
　
　
解
（
即
ち
、
道
明
諸
國
の
優
勢
な
慣
行
に
よ
っ
て
支
持
せ
ら
れ
た
一
般
慣
習
法
規
範
を
所
與
の
も
の
と
し
て
認
め
る
）
。

　
d
　
一
九
〇
五
、
弓
ぴ
。
∩
8
㌶
9
。
一
〇
〇
達
］
≦
ぎ
幽
7
5
0
Q
O
o
ヨ
冨
昌
団
。
剛
臣
②
囚
ぎ
α
Q
事
件
の
英
國
最
高
司
法
省
剣
所
意
見
（
國
際
法
規
範
は
、
條

　
　
　
約
上
の
規
定
が
な
い
た
め
に
類
似
の
事
件
に
於
け
る
諸
藩
家
の
態
容
に
よ
っ
て
讃
明
さ
れ
得
る
）
。
　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
規
則
が
當
然

　
　
　
に
大
ブ
リ
テ
ン
に
よ
っ
て
も
亦
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
爾
飴
の
玉
吟
に
於
け
る
か
隔
る
優
勢
な
潰

　
　
　
習
は
、
か
義
る
規
剣
を
領
髪
明
國
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
は
認
め
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
足
り
る
と
い
ふ
こ
と
が
明
と
な
る
。

　
e
　
一
九
二
七
・
一
一
・
三
、
0
内
調
商
船
の
治
外
法
櫨
問
題
に
零
す
る
上
海
ク
ー
ル
・
プ
ロ
ヴ
ィ
ゾ
ワ
ー
ル
の
見
解
（
一
般
的
削
際
法
規
範
の
内
容

　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
9
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
法
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
七
一
）
　
一
一



456789

（
三
）
通
読
に
よ
れ
ば
、
密
約
法
並
に
慣
習
法
の
爾
規
範
群
は
國
際
法
を
論
じ
幽
し
て
み
る
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
批
判
的
實
三
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
セ
　
　
リ
　
サ
　
　
リ
　
の
　
　
ね
　
セ
　
　
リ
　
　
カ
　
　
セ
　
　
カ
　
　
の
　
セ
　
　
も
　
　
　
　
の
　
り
　
　
め
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
ね
　
　
い
　
　
も
　
　
し
　
　
り
　
　
わ
　
　
し
　
　
カ

義
的
法
律
観
に
於
て
は
、
諸
主
家
は
即
ち
、
文
明
諸
國
に
よ
っ
て
そ
の
國
内
法
上
共
通
に
認
め
ら
れ
て
み
る
と
こ
ろ
の
他
の
種
類
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

規
範
に
よ
っ
て
も
亦
拘
束
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
窃
。
そ
し
て
こ
の
見
解
は
、
十
九
世
紀
初
頭
來
の
仲
裁
々
判
所
の
裁
判
に
よ
っ
て
も

一
貫
し
て
行
は
れ
て
來
た
棚
細
砂
聯
盟
も
亦
・
國
寝
間
の
交
通
に
關
し
て
面
内
法
上
共
通
に
認
め
ら
れ
た
か
玉
る
諸
原
則
を
反
覆
適

　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
誰
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
七
二
）
　
一
二

　
倣
他
の
諸
國
の
先
例
に
よ
っ
て
推
論
さ
れ
得
る
）
。

彼
は
、
O
巴
く
P
U
＄
b
9
。
g
q
昌
⑦
♂
吊
【
o
ぽ
。
昌
畠
。
搬
鉾
≦
「
o
ω
二
口
笛
。
及
O
b
噂
¢
ロ
ゲ
。
一
ヨ
等
の
名
を
塞
・
げ
て
る
る
。

a
彼
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
濁
逸
憲
法
委
員
會
の
見
解
及
O
冨
匙
。
㎝
野
饗
＃
大
尉
の
職
時
裁
判
上
の
銃
殺
事
件
に
亡
し
、
猜
逸
側
の
捕
虜
の
た

　
め
の
訴
訟
硯
究
委
員
會
の
見
解
を
暴
げ
、
＜
σ
Q
一
二
u
凪
ぎ
ゲ
。
津
、
晒
O
Q
二
一
ω
と
附
記
し
て
み
る
。

b
伺
一
九
二
八
・
七
・
六
ロ
ー
マ
裁
判
所
の
判
決
を
禍
げ
て
る
る
。

原
註
「
参
照
O
㌫
o
ぽ
號
事
件
」
。

彼
倣
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て
常
設
國
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
八
條
並
に
同
裁
判
所
判
決
（
ピ
0
2
ω
號
事
件
－
横
田
教
授
「
國
際
判
例
研

究
」
　
八
二
頁
以
下
に
竜
詳
し
一
川
上
）
も
亦
同
檬
に
明
か
に
匪
別
し
て
み
る
こ
と
を
述
べ
て
み
る
。
樹
ご
O
o
。
。
亀
。
。
o
冨
津
．
．
ω
●
ω
＄
及

と
〈
o
馬
器
g
。
ロ
昌
σ
q
．
．
Q
◎
・
燈
α
参
照
。
　
（
と
O
＄
亀
ω
o
ず
9
。
津
．
．
ロ
◎
●
ω
＄
に
於
て
彼
が
引
用
し
て
み
る
ハ
ー
グ
法
典
評
議
エ
ヂ
プ
ト
代
表
〉
び
侮
。
一

国
薗
§
達
切
歯
8
鼠
℃
器
。
冨
氏
の
一
、
量
感
。
亀
。
置
8
ロ
葺
ヨ
。
に
号
す
る
意
見
は
甚
だ
示
唆
に
富
ん
で
み
る
し
、
巻
く
2
曾
。
ω
ω
は
こ
の

見
解
は
委
員
會
に
於
て
も
貫
徹
さ
れ
た
と
蓮
べ
て
る
る
）
。

彼
は
明
か
に
、
協
約
そ
の
も
の
、
覇
絆
力
が
、
協
約
の
議
事
國
の
み
に
限
る
こ
と
を
蓮
べ
て
る
る
。

彼
は
、
「
故
に
諸
事
は
、
そ
れ
を
批
准
し
な
か
っ
た
國
家
に
封
し
て
も
亦
繰
返
し
て
協
約
を
謹
採
と
し
て
塞
・
げ
て
る
る
」
、
と
違
べ
て
る
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D



　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

冷
し
た
。
從
っ
て
こ
の
原
則
は
古
代
の
萬
民
法
を
回
想
さ
せ
る
。
常
設
壁
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
八
條
三
は
、
裁
判
所
は
「
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

明
國
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
る
法
の
一
般
原
則
」
を
適
用
す
べ
し
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
こ
の
規
定
は
叉
、
多
く
の
仲
裁
々
判
所
條
約

の
中
に
も
現
は
れ
て
る
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
右
規
程
の
意
昧
は
、
そ
の
禮
系
中
に
於
け
る
位
罎
か
ら
も
、
亦
そ
の
獲
生
の
由
來
か
ら
も
全
く
明
白
で
あ
る
。
即
ち
裁
判
所
は
、

一
定
の
場
合
に
断
機
法
難
は
慣
脅
法
に
於
け
と
は
異
る
法
原
則
を
適
用
す
べ
き
も
の
老
せ
ら
れ
、
他
方
叉
裁
判
所
を
或
客
観
的
に
確

定
せ
る
法
源
に
よ
っ
て
張
制
せ
ん
が
た
め
に
、
裁
判
所
は
丈
明
國
の
國
内
法
上
共
通
に
認
め
ら
れ
た
る
法
源
則
を
適
用
す
べ
七
と
指

示
せ
ら
れ
た
（
規
程
原
案
作
事
に
肥
す
る
法
律
委
員
會
の
記
録
）
。
而
し
て
規
程
第
三
十
八
條
一
及
二
は
、
各
々
雄
藩
法
並
に
慣
過
法
に
つ

い
て
規
定
し
て
み
る
か
ら
、
こ
れ
ら
爾
法
源
の
外
に
存
す
る
法
の
諸
原
則
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
騰
系
的
地
位
）
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
本
來
國
際
法
の
中
で
出
來
た
法
源
則
と
、
初
め
は
國
内
法
の
中
で
現
は
れ
、
而
も
た
璽
、
そ
れ
よ
り
後
に
國
際
法
へ
韓
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

せ
ら
れ
た
そ
れ
と
は
充
分
匿
別
せ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

、
故
に
同
條
三
の
規
定
は
個
々
の
薪
な
壁
際
法
を
創
る
の
で
は
な
く
、
軍
に
現
存
せ
る
一
、
般
的
國
際
法
を
法
典
化
し
た
に
渦
ぎ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
と
は
、
常
設
司
法
裁
判
所
以
外
に
、
其
後
の
裁
判
所
も
亦
こ
れ
を
誰
明
し
て
み
る
。
同
様
に
委
員
會
も
亦
國
家
の
責
任
に
つ
い
て
、

國
際
法
の
淵
源
と
し
て
同
條
の
諸
法
源
が
安
隣
し
て
み
る
と
述
べ
て
み
る
。
從
っ
て
壁
際
法
の
内
容
を
專
ら
條
約
法
と
慣
習
法
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

依
っ
て
認
定
せ
ん
と
す
る
「
法
源
浮
化
」
論
は
、
國
内
慣
脅
の
経
験
上
断
然
否
定
さ
れ
る
こ
と
玉
な
る
。
こ
の
國
内
慣
習
論
は
、
た

と
へ
充
分
に
實
設
主
義
を
主
張
し
得
な
い
と
し
て
も
、
國
内
慣
習
上
の
最
も
永
き
反
覆
に
よ
っ
て
一
度
建
ら
れ
た
猫
断
論
の
上
に
、

　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
エ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
巌
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
谷
第
一
號
　
二
七
三
）
　
一
三



　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
出
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
法
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
雪
山
號
　
二
七
四
）
　
一
四

特
別
の
基
礎
を
有
た
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
。
更
に
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
憶
詮
の
正
書
性
が
論
讃
さ
れ
る
。
同
署
三
が
本

來
意
味
せ
る
も
の
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
玉
で
は
問
題
が
法
的
類
推
の
手
事
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
明
か
と

　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ユ
ツ
ケ
ン
　
　
　
エ

な
る
。
’
即
ち
第
三
十
八
條
の
意
味
は
、
條
約
法
並
に
慣
習
法
σ
所
謂
欠
訣
の
場
合
に
、
他
の
諸
法
律
秩
序
の
中
に
現
存
し
て
み
る
法

原
則
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
先
づ
第
一
に
、
國
内
交
通
上
安
當
せ
る
法
原
則
が
類
推
に
よ
っ
て
國
、

家
間
の
關
係
に
も
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
條
約
法
並
に
慣
習
法
の
か
遷
る
一
般
的
永
綾
的
な
補
充
は
、
共
通
の
國
内
法
に
よ
っ
て

次
の
場
合
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
國
際
法
と
國
内
法
と
が
完
全
に
分
離
さ
れ
て
み
る
場
合
に
於
て
讐
は
な
く
、
そ
の
あ

ら
ゆ
る
差
異
に
も
か
玉
は
ら
す
意
味
聯
關
を
有
す
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
確
に
そ
の
遜
け
難
き
相
違
に
も
か
玉
は
ら
す
統
一
的
罷
系

の
中
へ
互
に
織
り
込
ま
れ
て
み
る
場
合
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
蓋
こ
れ
は
、
一
切
の
類
推
が
よ
っ
て
基
く
前
提
た
る
が
故
で
あ

る
。
そ
こ
で
通
読
の
二
元
的
法
律
論
は
、
國
際
法
と
國
内
法
と
が
完
全
絶
謝
に
分
離
し
て
み
る
と
の
思
想
に
基
い
て
み
る
か
ら
、
二

元
的
な
根
本
學
論
と
一
致
し
難
い
右
三
十
八
條
三
の
規
定
を
、
そ
の
前
提
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
や
う
に
薪
解
繹
を
加
へ
ん
と
し

て
み
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
（
”
b
。
ω
亀
。
。
。
冨
津
．
．
ω
御
。
ひ
α
滲
照
）
。
し
か
し
か
要
る
見
解
を
反
駁
す
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
カ
　
　
つ

　
就
中
「
不
明
瞭
」
ご
p
。
づ
♂
錯
9
．
．
の
場
合
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
故
に
、
眞
に
法
が
欠
絶
せ
る
場
合
に
の
み
不
明
瞭
と
な
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
も

か
し
こ
れ
は
適
用
せ
ら
れ
得
る
た
め
に
、
從
て
所
謂
不
明
瞭
の
際
に
適
用
す
べ
き
法
規
が
疑
は
し
き
場
合
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
判
決
は
通
常
、
常
に
可
能
で
あ
る
。
不
断
に
主
張
せ
ら
れ
た
訴
訟
請
求
権
は
、
予
言
法
に
根
擦
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ち
れ
る
か
、
然
ら
す
ん
ぱ
州
際
法
の
中
に
雲
叢
を
有
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
判
決
は
勿
論
、



條
約
法
並
に
慣
習
法
と
は
異
れ
る
第
三
法
源
の
存
在
が
否
定
せ
ら
れ
る
や
う
な
場
合
に
は
可
能
と
な
る
で
あ
ら
う
。
蓋
こ
の
場
合
に

於
て
は
、
右
の
爾
法
源
の
何
れ
の
規
定
に
も
基
い
て
み
な
い
樫
利
の
主
張
は
、
す
べ
て
却
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
リ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
り

あ
る
。
從
て
そ
れ
は
、
極
め
て
稀
な
場
合
で
あ
る
と
は
決
し
て
言
ひ
得
な
い
。
か
く
て
第
三
十
八
條
は
專
ら
、
極
め
て
稀
な
、
不
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

具
な
場
合
に
つ
い
て
先
慮
を
な
さ
う
と
し
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
は
實
際
あ
り
偲
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
加
之
右
の
學
読
か
ら
は

次
の
結
論
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
司
法
裁
判
所
は
事
件
を
、
起
訴
以
前
に
支
配
し
た
と
は
異
る
他
の
原
則
に
よ
っ
て
判
決
せ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
玉
な
る
で
あ
ら
う
。
從
て
亦
伸
裁
々
判
所
は
、
紛
璽
を
司
法
裁
判
所
が
な
ぜ
る
も
の
と
は
異
れ
る
原
則
に
よ
っ

て
判
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
實
際
或
仲
裁
々
判
條
約
に
於
て
、
常
設
國
際
司
法
裁
判
所
が
上
訴
審
級
と
し
て
指
定
さ
れ
る

と
上
灘
す
る
な
ら
ば
、
司
法
裁
判
所
は
仲
裁
條
約
が
第
三
十
八
條
の
法
源
を
も
亦
適
用
す
る
権
利
を
附
難
し
な
い
限
り
、
初
審
級
と
は

異
れ
る
法
原
則
に
よ
っ
て
紛
孚
を
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
か
く
も
不
合
理
な
、
通
詮
に
よ
る
三
十
八
條
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

繹
は
、
強
制
的
な
根
擦
な
く
し
て
は
行
は
れ
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
セ
　
　
も

　
第
三
法
源
は
、
國
家
聞
の
交
通
に
於
て
は
軍
に
補
助
的
に
安
渇
し
て
み
る
の
で
あ
る
、
故
に
そ
れ
は
、
前
爾
法
源
に
よ
っ
て
明
．
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
否
定
も
さ
れ
す
叉
保
護
さ
れ
も
し
な
い
事
件
に
の
み
適
用
さ
れ
翫
。
即
ち
こ
の
場
合
に
於
て
は
、
裁
判
所
は
尊
墨
の
｝
般
原
則
を

紛
争
事
件
の
解
決
に
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
十
八
條
は
完
全
に
、
そ
の
第
四
貼
に
於
て
、
　
「
裁
判
上
の
判
決
及
最
優
秀
の
公
法
學
者
の
學
説
」
を
法
の
一
般
原
則
と
は
砥

　
　
　
　
肋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
、
　
D

別
し
て
み
る
。
蓋
こ
れ
ら
は
、
前
三
個
の
法
源
群
の
申
の
疑
問
の
あ
る
法
規
を
定
義
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ニ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
語
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
　
二
七
五
）
　
｝
五



　
　
　
　
　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
．
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
濫
悪
誰
々
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巷
第
一
號
　
二
七
六
）
　
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
も
　

る
。
調
て
判
決
は
軍
に
條
約
法
か
、
慣
習
法
か
叉
は
法
の
一
般
原
則
の
み
を
基
礎
と
し
て
み
る
が
、
決
し
て
輩
に
裁
判
上
の
判
決
叉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
し
　
　
じ
　
　
ヵ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

は
悪
寒
の
み
を
基
礎
と
し
て
み
な
い
。
故
に
第
四
顯
の
淵
源
は
、
前
述
の
淵
源
群
の
猫
型
せ
る
法
規
と
の
樹
立
に
於
て
は
、
軍
な
る
補

ね
　
　
カ
　
　
も

助
法
規
を
形
成
す
る
。
そ
れ
故
裁
判
所
は
、
そ
の
主
張
が
上
記
三
個
の
淵
源
の
中
の
何
の
支
持
を
も
有
し
な
い
こ
と
を
護
憲
し
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

ら
ば
、
面
前
求
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
た
穿
原
則
と
し
て
は
、
文
明
國
に
よ
っ
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
法
原
則
は
、
條
約

法
並
に
慣
習
法
の
補
充
の
た
め
に
適
用
さ
れ
得
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
法
原
則
は
、
條
約
法
雨
は
慣
習
法
の
規
定
が
こ
れ
に
封
立
し

て
み
な
い
時
に
は
何
時
で
も
現
は
れ
る
。
即
ち
こ
の
場
合
に
は
右
の
法
の
一
般
原
則
は
、
國
際
法
秩
序
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
貫
し
て

照
さ
れ
、
從
て
叉
常
に
嚢
展
さ
せ
ら
れ
る
や
う
に
國
際
法
秩
序
の
全
氣
孔
に
ま
で
徹
底
す
る
の
で
あ
る
。

1
234

通
設
に
つ
い
て
は
こ
O
o
の
。
旨
。
冨
h
嘆
、
Q
Q
・
ω
α
U
南
・
滲
照
。

a
　
と
O
o
。
。
o
崖
。
。
o
げ
鑑
6
、
．
◎
D
．
ω
U
U
崩
己
ぴ
8
0
β
亀
。
お
ω
．
ω
＄
…
と
国
言
ゲ
9
肱
．
o
D
．
這
O
自
・
と
”
＜
o
篤
器
。
。
信
昌
σ
q
．
．
ω
●
㎝
出
自
・
参
照
。

b
　
彼
は
以
上
（
1
及
2
a
）
に
於
て
、
國
家
容
認
説
を
完
虜
な
き
迄
に
排
除
し
て
み
る
。
容
認
説
に
つ
い
て
、
我
國
の
立
博
士
の
見
解
は

　
　
異
色
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
不
徹
底
の
娠
が
あ
る
（
立
作
太
郎
「
李
時
空
際
法
論
」
三
五
頁
参
照
）
。

a
　
彼
は
、
か
く
の
如
き
諸
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
來
つ
た
例
と
し
て
次
の
も
の
を
基
げ
て
る
る
。
法
律
上
の
敷
力
・
損
害
賠
償
義
務
・
利
息

　
　
支
彿
等
の
原
期
、
共
有
。
舞
濟
の
遅
延
。
逓
延
利
息
等
に
關
す
る
原
則
、
不
可
抗
力
の
原
則
及
其
他
等
々
。

b
　
樹
、
近
世
國
際
法
の
史
的
獲
展
と
こ
の
原
則
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
と
0
8
巴
。
・
o
冨
津
、
、
G
o
●
⇔
ひ
O
l
⇔
謬
照
。

彼
は
≦
一
日
ぼ
。
画
。
昌
號
事
件
に
於
け
る
濁
逸
興
事
國
裁
剣
官
ω
。
び
β
o
寄
σ
q
教
授
が
國
際
地
役
の
問
題
に
　
”
”
o
ぞ
慶
8
周
9
｛
．
．
の
原
則
を
移

し
た
こ
と
を
遮
べ
て
る
る
（
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
横
田
氏
前
掲
に
も
詳
し
）
。



567891
0

1
1

a
　
彼
は
、
こ
の
℃
】
甘
ω
σ
q
o
韓
貯
営
．
．
と
法
の
一
般
原
則
と
の
關
係
に
つ
い
て
後
者
を
》
昌
N
出
9
島
が
　
「
宛
も
萬
民
が
そ
の
法
を
違
奉
ず
る

　
　
が
如
く
に
、
と
い
ふ
古
典
的
意
昧
に
於
け
る
萬
民
法
の
一
種
目
と
蓮
ぺ
て
る
る
の
に
同
意
を
表
し
、
今
日
の
國
際
法
が
「
古
代
に
於
て

　
　
萬
民
法
の
一
部
門
と
し
て
観
ら
れ
た
國
際
法
話
器
一
嵐
岳
ぼ
8
機
α
q
o
馨
。
ω
．
．
は
又
．
今
日
も
樹
そ
れ
か
ら
完
全
に
な
分
離
し
て
み
な
い
」

　
　
と
言
っ
て
み
る
。
（
巴
O
o
器
庁
。
冨
津
、
、
ω
●
ω
ひ
轟
頃
●
参
照
）
。

b
　
か
泊
る
諸
判
決
を
総
覧
す
る
に
は
と
団
寛
げ
。
袴
．
Q
◎
．
一
N
O
角
・
及
篭
く
。
塊
器
ω
日
露
o
q
．
、
Q
Q
．
α
M
勘
●
口
●
ω
・
B
O
題
●
参
照
。
禽
ご
O
o
ω
亀
ω
o
冨
津
．
．

　
　
ω
・
叙
α
参
照
ゆ

と
い
9
。
O
o
ξ
掌
。
℃
℃
鵠
ρ
g
軸
…
．
：
ω
。
ピ
⑦
ω
窟
言
6
な
。
。
。
σ
q
σ
出
鼻
碧
図
α
o
臼
。
隷
器
8
口
⇔
自
薦
『
げ
。
。
β
帰
一
〇
房
。
ぞ
良
器
ω
．
．

由
來
並
に
位
置
に
つ
い
て
は
．
ヒ
ぐ
需
貯
ω
。
。
百
ロ
o
q
、
．
9
ひ
O
一
ひ
9
熟
慮
法
並
に
慣
習
法
に
封
ず
る
法
の
一
般
原
則
の
關
係
に
つ
い
て
は
ω
・
ひ
望

一
ひ
メ
及
第
三
八
條
四
に
所
謂
剣
決
並
に
學
読
に
幽
し
て
は
ω
●
ひ
団
－
＄
に
詳
し
。

此
貼
に
吝
し
て
「
丈
明
上
脇
依
リ
認
メ
タ
レ
タ
ル
法
ノ
一
般
原
則
」
を
分
っ
て
二
種
と
せ
ら
れ
る
立
傅
士
の
見
解
は
、
フ
エ
ル
ド
ロ
ッ
ス
の

セ
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
セ
　
　
も

論
誰
と
照
心
し
て
甚
だ
疑
を
存
す
る
。
博
士
に
從
へ
ば
、
所
謂
第
一
種
は
「
初
よ
り
三
家
問
に
限
り
て
行
は
る
蕊
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た

る
原
則
」
で
あ
り
、
所
謂
第
二
種
は
量
感
法
と
國
内
法
と
が
「
等
し
く
法
の
・
一
部
を
組
織
す
る
と
考
へ
、
而
し
て
或
鮎
に
於
て
是
等
の
法
に

共
通
す
る
法
理
及
原
則
の
有
し
得
べ
き
を
認
め
て
、
初
め
て
實
際
に
於
て
認
め
得
べ
き
所
」
の
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
更
に
博
士
は
後

者
を
以
て
、
第
三
十
八
條
四
に
所
謂
「
學
設
と
同
じ
く
國
際
法
の
法
則
決
定
の
補
助
手
段
と
思
惟
す
る
」
と
せ
ら
れ
て
る
る
の
は
一
暦
疑
問

で
あ
る
。
（
「
國
際
聯
盟
規
約
論
」
二
〇
六
頁
参
照
）
。

と
O
o
器
籏
。
冨
津
．
．
ψ
ω
ひ
一
及
と
く
。
篤
器
ω
口
昌
σ
Q
．
．
q
Q
●
α
℃
参
照
。

彼
は
例
と
し
て
濁
葡
仲
裁
々
判
所
の
最
迂
の
判
決
を
暴
げ
て
る
る
。

と
釦
口
h
幽
巽
団
　
器
σ
q
窪
囚
。
ら
h
涛
暮
δ
口
。
・
犀
。
昌
h
①
器
旨
N
臣
β
H
≦
母
N
お
ω
O
．
．

　
　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
。
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
國
際
法
門
源
論
』
　
（
川
上
）
　
　
　
　
（
第
四
巻
第
一
號
、
ご
七
七
）
　
一
七



1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0 　

　
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ェ
ル
ド
ロ
ッ
ス
『
濫
悪
法
門
源
論
』
　
（
川
上
）

ご
0
8
亀
ω
o
冨
津
．
．
ω
・
ω
α
頓
参
照
。

㌶
O
o
。
。
o
昌
ω
o
冨
h
喋
．
ω
●
Q
ひ
O
謬
照
。

レ
O
o
ω
亀
。
。
o
冨
津
、
．
ω
・
叙
N
参
照
。
禽
ご
く
。
匡
9
。
ω
吻
口
止
①
q
．
．
q
α
．
ひ
℃
1
謡

旨
Q
o
ω
⑦
庁
。
冨
⇒
．
．
ω
・
ω
ひ
N
参
照
。

ピ
O
⑦
。
。
亀
ω
o
ぴ
薗
摩
。
、
ω
・
ω
ひ
ω
参
照
。

と
Q
＄
亀
。
。
o
ぴ
自
。
管
、
、
ψ
O
絵
及
ご
く
。
篇
器
。
・
‘
昌
α
q
．
．
ω
．
ひ
一
参
照
。

と
O
o
ω
o
房
。
げ
騎
。
津
、
、
の
霞
ω
ひ
ω
及
u
”
＜
o
眺
器
ω
鵡
δ
o
q
．
．
o
◎
．
α
q
参
照
。

嵩
く
①
臥
錺
。
。
＝
昌
σ
q
．
．
Q
Q
・
ひ
N
参
照
Q

判
決
並
に
墨
∴
説
に
つ
い
て
は
ご
く
。
臨
9
。
。
。
。
。
離
コ
σ
q
．
．
O
白
’
ひ
M
一
ゆ
に
詳
し
。

（
第
四
巻
第
一
號
　
二
七
八
）
　
一
八

に
詳
し
。

む

す

び

　
以
上
に
よ
っ
て
も
窺
ひ
得
る
が
如
く
、
法
源
の
用
語
は
彼
に
起
て
は
所
詮
通
論
た
る
「
法
規
形
成
の
形
式
」
の
意
味
に
於
て
用
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
も

ら
れ
て
る
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
於
る
が
如
く
「
根
本
規
範
」
の
意
味
に
於
て
穿
は
な
い
。
し
か
し
彼
も
亦
法
の
一
般
原
則
の
愛
當
性
は
、

も
　
　
リ
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
リ
　
　
ち

慣
習
法
も
亦
由
っ
て
生
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
規
範
に
直
接
に
由
下
し
て
み
る
と
蓮
べ
、
條
約
法
は
之
に
反
し
て
一
部
は
そ
れ
が
限
界

と
玉
も
に
法
の
一
般
原
則
に
、
一
部
は
國
際
法
上
の
慣
習
法
に
華
墨
す
る
や
う
で
あ
る
と
述
べ
て
み
る
　
（
前
出
8
二
一
及
ご
O
⑦
鴇
F

。
。D
豊
津
、
、
9
ま
ト
」
滲
照
）
。
從
っ
て
根
本
規
範
の
内
容
は
お
そ
ら
く
次
の
如
く
で
あ
る
で
あ
ら
う
と
論
じ
て
、
法
の
一
般
原
則
が
有
敷
な
特



別
法
一
。
×
。
。
℃
9
延
δ
（
解
約
法
号
は
慣
習
法
）
に
よ
り
て
制
限
さ
れ
ぬ
限
り
そ
の
馬
込
で
適
用
せ
ら
る
べ
き
一
般
法
一
舞
σ
q
窪
・
量
房

と
な
る
と
言
っ
て
み
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
主
権
的
及
｝
国
主
霊
的
法
律
團
鯉
は
そ
の
相
互
關
係
に
於
て
は
、
國
際
交
通
に
於
て
特
別

な
、
即
ち
法
の
一
般
原
則
に
反
す
る
や
う
な
有
敷
な
規
範
が
斎
砂
出
さ
れ
な
い
範
團
に
於
て
、
法
の
一
般
原
則
に
從
っ
て
行
動
す
べ

し
」
と
の
内
容
で
あ
る
（
ヒ
O
霧
⑦
嵌
。
冨
籍
．
。
o
◎
・
ω
ひ
N
参
照
）
。
ま
こ
と
に
示
唆
に
富
む
も
の
と
評
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
問
題
は
た
黛
彼

が
今
も
術
”
も
9
。
9
帥
。
。
膚
馨
。
。
Φ
讐
き
量
．
．
の
原
則
を
以
て
國
際
法
の
根
本
規
範
と
解
し
て
み
る
か
否
か
で
あ
る
。
少
く
と
も
上
玉
に
於

て
は
明
か
で
な
い
。
果
し
て
な
ぼ
從
來
の
如
く
な
ら
ば
（
と
く
量
器
ω
の
き
σ
Q
．
．
の
・
Q
。
b
。
1
。
。
。
。
）
、
そ
の
如
何
な
る
五
車
に
も
か
玉
は
ら
す
私

．
に
は
深
い
疑
を
有
た
す
に
は
み
ら
れ
な
い
。
蓋
彼
が
根
本
規
範
を
假
設
と
し
て
解
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
を
採
る
以
上
は
、
如
何
に

し
て
右
の
原
則
は
謎
謎
的
出
際
法
秩
序
の
境
土
と
し
て
の
機
能
を
適
當
且
充
分
に
果
し
得
る
か
。
卒
直
に
言
ふ
な
ら
ば
右
の
原
則
を

實
誰
的
國
際
法
秩
序
の
根
本
規
範
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
は
、
昂
奮
一
方
に
於
て
は
意
思
読
の
攣
形
と
な
り
、
他
方
に
於
て
は
實
誰

法
秩
序
を
不
當
に
他
の
規
範
と
混
同
せ
し
め
る
こ
と
玉
な
っ
て
、
却
て
純
詩
法
學
の
受
講
に
悼
る
と
の
批
難
を
冤
れ
難
い
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
か
凝
る
批
難
は
、
ひ
と
り
彼
に
謝
し
て
の
み
言
は
れ
得
る
の
で
は
な
い
。
我
國
に
予
て
も
、
横
田
教
授
の
最
近
の
快
著

「
國
際
法
上
巷
」
は
、
右
の
原
則
に
基
い
て
避
退
法
の
立
法
形
式
を
條
約
法
及
慣
習
法
の
み
に
臨
き
る
と
さ
る
製
鮎
に
於
て
、
一
貫

し
て
難
色
を
藏
し
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
（
此
鮎
に
つ
い
て
は
大
澤
博
士
の
批
評
－
漁
家
學
會
維
誌
四
七
ノ
八
・
一
五
三
頁
参
照
）
。

　
い
つ
れ
に
し
て
も
彼
が
國
際
法
源
の
問
題
の
核
心
を
法
の
一
般
原
則
に
置
き
、
こ
れ
と
直
接
に
關
臆
し
て
常
設
國
際
司
法
裁
判
所

規
程
第
三
十
八
條
を
以
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
就
會
か
ら
焚
展
せ
る
と
こ
ろ
の
乃
至
は
こ
れ
が
指
導
的
法
律
思
想
を
騰
受
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る
と
こ
ろ
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